
加盟店規約 

（交通系電子マネー用） 

 

本規約は、加盟店 (第１条に定義します。) が電子マネー取引を行う場合の株式会社ＵＳＥＮ ＦｉｎＴｅ

ｃｈ (以下「当社」といいます。) と加盟店との間の契約関係 (以下「加盟店契約」といいます。) につい

て定めるものです。 

 

第 1 条 （加盟店） 

1. 本契約を承認のうえ、当社に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体 (代表者個人

を含み、ただし、文脈上明らかに法人のみを名宛人としているものについては代表者個人を除きます。) 

を「加盟店」といいます。  

2. 加盟店になろうとする者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により加盟を申し込むものとし、

当社は申込みを受けた場合は、審査を行います。審査の結果当社が加盟を認めたときに、本規約に基

づく加盟店契約が成立するものとします。  

3. 加盟店は、本規約に定める交通系電子マネーを取扱う店舗および施設 (以下「取扱店舗」といいます。) 

を指定のうえ、予め当社に届出し承認を得るものとします。当社の承認のない取扱店舗で交通系電子

マネーの取扱いはできないものとします。取扱店舗の追加、取消についても同様とします。なお、当

社は加盟店に対し、事前に通知を行うことにより、取扱店舗の全部または一部の取消を行うことがで

きるものとします。  

4. 加盟店は、本規約に従い交通系電子マネーの取扱いを行う取扱店舗内外の見易いところに当社の指定

する加盟店標識を掲示するものとします。ただし、当社が、当該加盟店標識の形態もしくは使用方法

の変更または使用の一時的中止もしくは終了を求めたときは、加盟店は異議なく応じるものとします。  

5. 加盟店は、加盟店契約上の地位を第三者に譲渡 (合併・会社分割等の組織再編行為によるものである

かを問いません。) できないものとします。  

6. 加盟店は、当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。 

 

第 2 条 （定義） 

本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。 

(1) 交通系電子マネー 

発行者が IC カード等に記録される金額に相当する対価を得て、運営事業者の定める方法で IC カード

等に記録した金銭的価値をいい、加盟店の取扱は別表①から当社が指定したものをいいます。  

(2) 他社発行交通系電子マネー 

運営事業者と相互利用契約を締結した事業者 (以下「相互利用事業者」といいます。) が IC カード等

に記録される金額に相当する対価を得て、相互利用事業者の定める方法で IC カード等に記録した金銭

的価値をいい、別表②に定めるもの (交通系電子マネーを除きます。) に限ります。 なお、交通系電

子マネーと他社発行交通系電子マネーを総称して「交通系電子マネー等」といいます。  

(3) 運営事業者 



交通系電子マネーの運営および管理を統括する別表①の事業者をいいます。  

(4) IC カード等 

利用者が交通系電子マネーを記録・利用するための、IC チップを内蔵する別表①に記載の交通系電子

マネー名に係るマークの付されたカード等の情報記録媒体をいいます。  

(5) 発行者 

運営事業者または運営事業者が交通系電子マネー発行者として指定する会社もしくは組織を「交通系

電子マネー発行者」といい、相互利用事業者または相互利用事業者が他社発行交通系電子マネーの発

行者として指定する会社もしくは組織を「他社電子マネー発行者」といいます。なお、交通系電子マネ

ー発行者と他社電子マネー発行者を総称して「発行者」といいます。  

(6) 利用者 

発行者が定める交通系電子マネー等に関する取扱規則や取扱約款 (以下「交通系電子マネー取扱規則」

といいます。) に同意し、交通系電子マネー等を利用される方をいいます。  

(7) チャージ 

発行者の定める方法で IC カード等に交通系電子マネー等を積み増しすることをいいます。  

(8) 端末 

運営事業者の定める仕様に合致し、交通系電子マネーの読取り、引去りおよび運営事業者が特に認め

た場合は書込みをすることができる機器 (リーダ・ライタ) をいいます。  

(9) 移転 

ネットワーク、端末等を媒介することにより、IC カード等に記録されている一定額の交通系電子マネ

ー等を引去り、発行者の電子計算機、IC カード等または加盟店の端末に同額の交通系電子マネー等が

積み増しされることをいいます。  

(10)交通系電子マネー取引 

利用者が加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウェア等の商品または役務 (以下「商品等」とい

います。) を購入し、または提供を受けた際に、金銭等に代えて交通系電子マネー等を加盟店の端末

に移転して商品等の代金を支払う取引をいいます。  

(11)加盟店端末 

加盟店が当社に、設置および利用を許され、かつ当社が交通系電子マネー等に関するシステムの円滑

な運営のために管理する端末をいいます。  

(12)偽造 

発行者の承諾を受けずに複製等により、交通系電子マネー等と同様または類似の機能を持つ電子的情

報を作出することをいいます。  

(13)変造 

発行者の承諾を受けずに交通系電子マネー等に変更を加え、元の交通系電子マネー等と内容が異なり、

かつ交通系電子マネー等と同様または類似の機能を有する電子的情報を作出することをいいます。 

 

第 3 条（表明・保証） 

1. 加盟店は、当社に対し、加盟店契約の締結にあたり、加盟店契約締結日時点および加盟店契約の有効



期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。 

(1) 行為能力 

加盟店は、適用法令上、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行する権利

能力および行為能力を有すること 

(2) 社内手続 

加盟店は、加盟店契約を締結し、これらに基づく権利を行使し、義務を履行するために、法令およ

び定款その他の社内規則に基づき要求される内部手続を適法かつ適正に完了していること 

(3) 適法性等 

加盟店契約を加盟店が締結しまたは加盟店がこれらに基づく権利を行使し、もしくは義務を履行す

ることは、加盟店に対して適用のある一切の法令、加盟店の定款その他の社内規則に抵触せず、加

盟店を当事者とする契約の違反または債務不履行事由とはならないこと (必要な許認可、登録、届

出を取得していることも含みます。)  

(4) 有効な契約 

加盟店契約は、これを締結した加盟店につき適法、有効かつ拘束力のある契約であること 

(5) 非詐害性 

加盟店は、現在債務超過ではなく、加盟店が加盟店契約を締結することは、詐害行為取消の対象と

はならず、加盟店の知りうる限り、本規約について詐害行為取消その他の異議を主張する第三者は

存在しないこと  

(6) 提供情報の正確性 

加盟店が、加盟店契約の締結にあたって、当社に提供した情報は、重要な点において正確であり、

かつ、重要な情報は全て当社に提供されていること 

(7)日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁や資産凍結等の対象として指定する者または制裁対象国、

その他これに準ずるか、密接な関係を有する者（疑いがある場合を含みます。）に該当しないこと、

加盟店の所在地やお取引の関係地等に、FATF の定める金融制裁国や地域（イラン、キューバ、北朝鮮

等）が含まれていないこと 

2. 加盟店は、当社に対し加盟店契約の締結にあたり、加盟店 (加盟店の役員および従業員を含み、以下

本項において同じとします。) が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しな

い者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団

等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」といいます。) または(1)の各号のいずれ

にも該当しないことを表明および保証するとともに、将来においても加盟店が暴力団員等または(1)の

各号のいずれにも該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して(2)の各号のいずれかに該当す

る行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意または過失の有無を問わず、かかる表明および保

証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、または当社が違反しているものと判断した場合に

は、当社によって、加盟店契約に基づく取引が停止されること、または直ちに加盟店契約が解除され

ることがありえることを異議なく承諾します。かかる取引停止または解除により加盟店に損害が生じ

た場合でも当社に何らの請求は行わず、一切加盟店の責任とします。また、かかる表明および保証ま

たは確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店 (加盟店の役員および従



業員は含みません。) は賠償しなければならないものとします。 

(1) ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする

など、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関

係を有すること 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する

こと 

(2) ① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する

行為 

⑤ 換金を目的とする商品の販売行為 

⑥ 合理的な理由なく、加盟店 (代表者およびその関係者を含みます。) が保有する交通系電子マネー

等を使用する、本規約にかかる交通系電子マネー取引行為 

⑦ その他①ないし⑥に準ずる行為 

 

第 4 条 （交通系電子マネー取引） 

1. 加盟店は、利用者から IC カード等の提示により交通系電子マネー取引を求められた場合、本規約に従

い、正当かつ適法に取扱店舗において交通系電子マネー取引を行うものとします。 

2. 加盟店は、利用者から提示された IC カード等について加盟店端末に無効である旨の表示がなされた場

合には、当該 IC カード等の提示者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。 

3. 加盟店は、明らかに模造もしくは破損と判断できる IC カード等を提示された場合、または明らかに不

正使用と判断できる場合は、交通系電子マネー取引を行ってはならず、直ちにその事実を当社に連絡

するものとします。 

4. 加盟店は、運営事業者が利用者向けに定める交通系電子マネー取扱規則の記載内容を承認し、これに

従い利用者と交通系電子マネー取引を行うものとします。  

5. 交通系電子マネー取引においては、利用者の IC カード等から加盟店端末に、商品等の代金額に相当す

る交通系電子マネー等の移転が完了した時点で、利用者の加盟店に対する代金債務が消滅するものと

し、加盟店はその旨を承認するものとします。 

6. 加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたっては、加盟店端末により取引代金の入力、移転を行

うものとします。このとき加盟店は利用者に対し、取引代金および交通系電子マネー等の残額の確認

を求め、その承認を得るものとします。 

7. 加盟店は、1 回の交通系電子マネー取引を、2 枚以上の IC カード等により行うことはできないものと

します。なお、利用者の交通系電子マネー等の残額が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払



い方法により不足分の決済を行うものとします。ただし、交通系電子マネー等の残高が取引代金に満

たない場合においても、現金その他の支払方法による不足分の決済を行うことができない場合があり

ます。 

8. 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間およびそ

の他やむを得ない場合には、交通系電子マネー取引を行うことができないことをあらかじめ承認する

ものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当社、運営事業者お

よび発行者は責を負わないものとします。 

9. 加盟店が交通系電子マネー取引の売上として利用者の IC カード等から引去ることができる交通系電

子マネー等は、当該交通系電子マネー取引において提供される商品等の代金額に相当する額 (税金・

送料等を含みます。) のみとし (ただし、第 7 項後段による取引の場合に現金その他の支払い方法に

より決済した額を除く)、現金の立て替えおよび過去の売掛金の精算等を含めることはできないものと

します。また、交通系電子マネー取引に際し、交通系電子マネー等のチャージと移転をみだりに複数

回繰り返すことはできないものとし、加盟店はその旨を承認するものとします。 

 

第 5 条（加盟店の義務等） 

1. 加盟店は、本規約に定める義務等を取扱店舗または加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者に

遵守させるものとします。  

2. 当社は、加盟店の従業者、その他加盟店の業務を行う者が、交通系電子マネー取引に関連して行った

行為および取扱店舗または加盟店の従業員、その他の加盟店の業務を行う者の果たすべき義務を、す

べて加盟店の行為および義務とみなすことができるものとします。  

3. 加盟店が本規約に定める手続きによらず交通系電子マネー取引を行った場合には、加盟店が一切の責

任を負うものとします。  

4. 加盟店は、当社から交通系電子マネー取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、遅滞

なくその資料を提出するものとします。  

5. 加盟店は、発行者と利用者との契約関係を承認し、交通系電子マネー等に関するシステムの円滑な運

営および、交通系電子マネー取引の普及向上に協力するものとします。また加盟店は、当社、運営事

業者または発行者より、交通系電子マネー等の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、

これに協力するものとします。  

6. 当社、運営事業者または発行者およびそれらの委託先が、交通系電子マネー等の利用促進のために、

印刷物、電子媒体などに加盟店の名称および所在地等を掲載することができるものとし、加盟店はこ

れをあらかじめ異議なく承諾するものとします。  

7. 加盟店は、交通系電子マネー取引を行うにあたっては、自己の責任と費用において、端末その他の付

帯設備を事前に用意するものとします。  

8. 加盟店は、交通系電子マネー取引に関する情報、加盟店端末、加盟店標識等を加盟店規約に定める以

外の用途に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとします。  

9. 加盟店は、加盟店端末について、紛失・盗難等の事実が判明した場合には、速やかに当社または当社

の指定する者に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとします。  



10. 加盟店は、当社の事前の書面による承諾のある場合を除き、本規約に基づいて行う業務を第三者に委

託できないものとします。  

11. 加盟店は、本規約の規定により認められている場合および運営事業者の事前の書面による承諾を得た

場合を除き、運営事業者の業務にかかる氏名、商号、商標、標章その他 の商品または営業に関する一

切の表示 (以下「運営事業者の表示」といいます。) および運営事業者の表示と誤認、混同を生じさ

せる表示を使用しないものとします。  

12. 加盟店が自らの責に帰すべき事由により、加盟店標識その他運営事業者の定める商標等に関し、紛議

を発生させた場合には、当該紛議により当社または運営事業者の負担した費用を補償するものとしま

す。 

 

第 6 条（報告義務） 

加盟店は、以下の各号に定める場合に該当するおそれがあると合理的に判断される場合、当社の指定する方

法により、その旨を速やかに当社に連絡し、特段の指示がある場合にはこれに従うものとします。 

 (1) システムの配信時、または IC カード等もしくは保守管理等のために利用の制限または停止が必要な

場合 

 (2) システムの障害時、IC カード等もしくは端末の破損または電磁波影響その他の事由による交通系電

子マネー等の破壊もしくは消失、その他の事由による端末の使用不能の場合 

 

第 7 条（標識類の購入） 

加盟店は、当社または当社の指定する者から無償で提供されるもの以外の加盟店標識等を購入する場合には、

別途当社または当社の指定する者が請求する金額を当社が指定する期日までに当社または当社の指定する者

に対し支払うものとします。なお、支払われた加盟店標識等の代金は、当社または加盟店が加盟店契約を取消

または解除した場合にも返還されないものとします。 

 

第 8 条（交通系電子マネー取引の円滑な実施） 

1. 加盟店は、交通系電子マネー取引を行う場合には、消費者契約法等の関連法令を遵守するものとしま

す。  

2. 加盟店は、第 4 条第 7 項に定める場合および第 9 条第 5 項の場合、または、当該交通系電子マネー取

引を行った際に本規約等所定の条件に違反することになる場合を除き、正当な理由なく利用者との交

通系電子マネー取引を拒否したり、直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払が可

能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、それらの利用の場合と異なる代

金を請求するなど、交通系電子マネー取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならな

いものとします。 

3. 加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との交通系電子マネー取引の状況等の調査に誠実に協

力するものとします。 

4. 加盟店は、利用者から交通系電子マネー取引および商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等、加盟

店と利用者との間において紛議が生じた場合には、当社に何らの請求、異議を述べないものとしま



す。 

 

第 9 条（商品等の引き渡しおよび取扱対象外商品等） 

1. 加盟店は、交通系電子マネー取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、または提

供するものとします。ただし、交通系電子マネー取引を行った当日に商品等を引き渡しまたは提供す

ることができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。  

2. 加盟店は、交通系電子マネー取引により利用者に引き渡しをする商品等において、その引き渡し、提

供等を複数回または継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面によ

り当社に申し出、当社の承認を得るものとします。  

3. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回または継続的に引き渡し、提供等を行う場合において、利

用者が当該交通系電子マネー取引を解除したときは、直ちに当社に届出るとともに、当該利用者と当

該交通系電子マネー等の精算について協議し合意した精算方法を当社に連絡するものとします。  

4. 加盟店は、商品またはサービス等を複数回または継続的に引き渡し、提供等を行う場合において、加

盟店の事由により引き渡しまたは提供が困難となったときは、直ちにその旨を利用者および当社に連

絡するものとします。  

5. 加盟店は、有価証券および金券等のほか、当社が指定した商品等については、交通系電子マネー取引

は行わないものとします。 

 

第 10 条 （無効 IC カード等の取扱い） 

加盟店は、当社から特定の IC カード等を無効とする旨の通知を受けた場合 (特定の IC カード等を無効とする

旨のデータ (以下「ネガデータ」といいます。) を端末が受信した場合を含む)、当該通知によって無効とさ

れた IC カード等の提示者に対して交通系電子マネー取引を行ってはならないものとします。また、加盟店は、

無効とされた IC カード等について、当社または発行者の指示に従った取扱いを行うものとします。 

 

第 11 条 （偽造および変造された電子的情報の取扱い等） 

1. 加盟店は、加盟店端末に受取った電子的情報が、偽造または変造されたものであることが判明した場

合には、当社の指定する方法により、当社にその旨を速やかに連絡するとともに、当該電子的情報に

ついて、当社の指示に従った取扱いを行うものとします。  

2. 万一、加盟店が前項に違反して取引を行った場合、加盟店は当社に対し当該取引に関わる売上金額の

支払いを請求することができないものとします。  

3. 加盟店が第 1 項に規定する連絡を含む加盟店規約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、

当社が確認することができかつ運営事業者から補償される額を限度として、偽造または変造された電

子的情報について金銭による補償を行うものとします。ただし、当社が合理的な資料に基づき以下の

各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。 

 (1) 加盟店または、加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が故意または過失により当該偽造または

変造に何らかの関与をした場合 

（2）加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造または変造されたものであることを知



りつつ、または重大な過失により当該電子的情報が偽造もしくは変造されたことを知らなかった場合  

4. 紛失・盗難された IC カード等が使用された場合、または偽造・変造された電子的情報による売上等が

発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店

は誠実に協力するものとします。また加盟店は、当社から指示があった場合もしくは加盟店が必要と

判断した場合には、加盟店または加盟店の取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該売上に対する被

害届を提出するものとします。 

 

第 12 条 （返品等の取扱い） 

1. 加盟店は、交通系電子マネー取引にあたり、返品その他により利用者との交通系電子マネー取引の取

消しを行う場合、利用者に対して当該取引代金を現金で払い戻すものとします。この場合であっても、

加盟店は当社に対して第 13 条に基づく手数料を支払うものとします。ただし、当社が指定する条件に

より交通系電子マネー取引を取消す場合には、交通系電子マネー等を当該取引に使用した IC カード等

に積増すことにより払戻しができるものとします。  

2. 加盟店は、利用者に前項に従って取引代金を現金で払い戻す場合には、加盟店の費用と責任をもって

対処解決することとし、当社に何らの請求、異議を述べないものとします。 

 

第 13 条 （売上金額、手数料、交通系電子マネー取引精算金の支払い） 

1. 当社は、交通系電子マネー取引に関する売上金額の締切日および加盟店への支払方法は次の通りとし、

以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、加盟店に「お振込みのご案内」(以下「支払通知書」といい

ます。) を送付することにより通知するものとします。 

取扱期間 締切日 支払日 

通年 月末日 翌月 15 日 

2. 加盟店は、交通系電子マネー取引金額に対して当社所定の手数料率により計算した手数料を当社に支

払うものとします。  

3. 当社は、加盟店に対し、第 1 項に定める取扱期間の売上金額の合計より前項の手数料を差し引いた金

額 (以下「交通系電子マネー取引精算金」といいます。) を、第 1 項の取扱期間に対応する支払い日

に、加盟店の指定金融機関口座に振り込む方法より支払うものとします。なお、振込みに掛かる手数

料は、当社の負担とします。 

 

第 14 条 （売上金額の確認） 

1. 加盟店は、前条の規定により、当社から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認するものと

します。ただし、支払通知書が送付された日から 15 日以内に連絡がない場合には、当社は加盟店が支

払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができるものとします。  

2. 前項の規定にかかわらず、加盟店に故意または重大な過失がある場合を除き、加盟店の使用する加盟

店端末から当社へ交通系電子マネー等の移転がなされなかった場合で、当社において加盟店端末に保

存されていた記録により当該交通系電子マネー等の金額を利用日から 60 日以内に確認できた場合に



は、当社は加盟店に対し、当該確認ができた金額に関する交通系電子マネー精算金の支払いを行うも

のとします。  

3. 当社は、交通系電子マネー取引に関する売上金額の明細について、加盟店より帳票あるいはデータの

提供を求められた場合、当社の定める方法により有償で提供するものとします。 

 

第 15 条 （交通系電子マネー取引精算金の支払いの取消しおよび留保） 

1. 交通系電子マネー取引または当該交通系電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転された交通系

電子マネー等が以下のいずれかの事由に該当する場合、当社は加盟店に対し、当該交通系電子マネー

取引に関する交通系電子マネー取引精算金の支払いの義務を負わないものとします。ただし、本項第

2 号に該当する場合で、当社が当該交通系電子マネー取引に関する交通系電子マネー取引精算金の支

払いを承認した場合はこの限りではないものとします。 

(1) 加盟店から当社へ移転された交通系電子マネー等が正当なものでない場合 

(2) 第 18 条に基づく移転、送信および受信を行わなかった場合 

(3) 第 4 条に違反して交通系電子マネー取引を行った場合 

(4) 第 9 条第 5 項に違反して交通系電子マネー取引を行った場合 

(5) 第 10 条に違反して交通系電子マネー取引を行った場合 

(6) 不正な交通系電子マネー取引を行った場合 

(7) その他加盟店が本規約に違反した場合 

2. 当社が、加盟店に対し前項に該当する交通系電子マネー取引に係る交通系電子マネー取引精算金を支

払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、加盟店は、直ちに当社の指定する

方法により当社に対し当該交通系電子マネー取引精算金を返還するものとします。なお、加盟店が当

該交通系電子マネー取引精算金を返還しない場合には、当社は次回以降加盟店に対して支払う交通系

電子マネー取引精算金から当該交通系電子マネー取引精算金を差し引き充当できることを承諾するも

のとします。  

3. 前項の手続を行ったにもかかわらず、当社が交通系電子マネー取引精算金の返還を請求した日から 2

ヶ月以上を経過した残金がある場合、加盟店は当社の請求によりその残金を一括して支払うものとし

ます。なお、返還を請求した日とは当社が口頭または文書により加盟店に通知した日とします。  

4. 当社が、交通系電子マネー取引または当該交通系電子マネー取引に関わり加盟店から当社へ移転され

た交通系電子マネー等について第 1 項各号の事由のいずれかに該当する可能性があると加盟店と当社

が協議の上認めた場合には、当社は調査が完了するまで当該交通系電子マネー取引に係る交通系電子

マネー取引精算金の支払いを留保することができるものとし、当社は当該留保期間中の遅延損害金、

法定利息等の支払いを免れるものとします。  

5. 当社が、前項の調査開始より 15 日を経過したとしても、第 1 項記載の各事由のいずれかに該当する

可能性があると加盟店と当社が協議の上認めた場合には、当社は交通系電子マネー取引精算金の支払

い義務を負わないものとします。なお、この場合においても加盟店および当社は調査を続けることが

できるものとします。  

6. 前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、当社が当該交通系電子マネ



ー取引に係る交通系電子マネー取引精算金の支払いを相当と認めた場合には、当社は当該交通系電子

マネー取引精算金を支払うものとします。 

 

第 16 条 （加盟店への調査等） 

1. 当社は、本規約に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はそ

の求めに速やかに応じるものとします。  

2. 当社は、加盟店が行う交通系電子マネー取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し当該加

盟店における取扱商品、広告表現および交通系電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善または販

売等の中止を求めることができるものとします。 

 

第 17 条 （状況報告） 

加盟店は、当社から求められたときは、最新の決算状況および特定時期の財務状況について、文書その他当社

が適当と認める方法により、当社に対し報告を行うものとします。 

 

第 18 条 （通信および通信費） 

1. 加盟店と当社の間での交通系電子マネー取引に関する売上金額は、加盟店が加盟店端末を使用し、当

社の定める通信手段・手順等により、加盟店端末から当社の指定する情報処理センター等に移転およ

び送信を完了させた時点で、確定するものとします。  

2. 加盟店は、交通系電子マネー取引によって利用者の IC カード等より移転された交通系電子マネー等お

よびこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センター

等に移転および送信を行うものとし、またネガデータ等を受信するものとします。  

3. 前項の通信に関る費用は、加盟店の負担とします。 

 

第 19 条 （届出事項等） 

1. 加盟店は、加盟店の名称・商号・代表者名・所在地・電子メールアドレス (当社に届け出ている場

合)・電話番号・URL・取扱店舗および交通系電子マネー取引精算金の振込指定金融機関口座その他必

要な事項 (以下これらの事項をあわせて「申込者情報」といいます。) を、あらかじめ当社に、当社

が別途定める書面により届け出るものとします。また、申込者情報に変更が生じた場合には、直ちに

当社が別途定める書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。  

2. 加盟店は、取扱店舗に関し、その名称、住所、電子メールアドレス (当社に届け出ている場合)、電

話番号、URL、代表者名および取扱う商品またはサービスの内容等、その他必要な事項 (以下これら

の事項を併せて「店舗情報」といいます。) を、当社が別途定める前項の同申込書により事前に当社

に届け出を行い、当社の承認を得るものとします。また、店舗情報に変更が生じた場合には、直ちに

当社が別途定める前項の書面をもって当社へ届け出を行い、当社の承認を得るものとします。  

3. 加盟店は、前 2 項の届出がないために、当社からの通知またはその他送付書類、第 13 条第 1 項に規

定する交通系電子マネー取引精算金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきとき

に加盟店に到着したものとみなされても異議ないものとします。前 2 項に基づく電子メールアドレス



の変更届出がないために、当社が当該電子メールアドレスへ宛てて送信した振込額等の通知またはそ

の他の各種通知等が延着し、または到着しなかった場合も同様とします。  

4. 加盟店は、取扱店舗が改装等の理由により営業を休止する場合、その期間等に関してあらかじめ当社

に届け出るものとします。  

5. 加盟店が第 3 条第 2 項に定める表明保証確約事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は、加

盟店に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、加

盟店は、これに応じるものとします。 

 

第 20 条 （情報漏洩リスク） 

1. 加盟店は、利用者との間で加盟店契約等に基づいて行う交通系電子マネー取引に関わる通信をする時

は、当社または運営事業者があらかじめ定めた方法により、交通系電子マネー取引に関わる一切の情

報およびシステムを第三者に閲覧・改竄・破壊されないための安全化措置を講じるものとします。  

2. 前項の安全化措置については、当社または運営事業者があらかじめ定めた方法による場合であっても、

当社が情報の保全を目的とした改善をなすことを申し出た場合には、加盟店は、その趣旨に基づき前

項の安全化措置について所要の改善を講じるものとします。ただし、当社または運営事業者は、いか

なる場合であっても、前項の安全化措置または本項の改善の結果について、安全性を保証するもので

はないものとします。 

 

第 21 条 （情報の利用等） 

1. 加盟店は、当社および運営事業者が公的機関などから法令等に基づく開示要求を受けたとき、その他

当社および運営事業者が相当と認めたときには、申込者情報、店舗情報その他交通系電子マネー取引

に関する情報を開示する場合があることを予め承諾するものとします。  

2. 加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、当社および運営事業者が IC カード等の普及促進活動に利用す

ることに同意するものとします。ただし、「個人情報の保護に関する法律」にて個人情報と規定され

る情報については、法令の規定に則った取扱いを行うものとします。  

3. 加盟店は、申込者情報、および店舗情報等を、当社および運営事業者が行う加盟店申込審査、加盟後

の管理等取引上の判断、および、交通系電子マネー等の利用促進にかかわる業務に利用することに同

意するものとします。  

4. 加盟店は、当社および運営事業者が、加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由

の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について、業務上必要な範囲で利用することに同意する

ものとします。  

5. 加盟店は、当社および運営事業者が、本規約終了後も業務上必要な範囲で法令等および当社が定める

所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。 

 

第 22 条 （営業秘密等の守秘義務等） 

1. 盟店および当社は、営業秘密等を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・

開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。ただし、以下のい



ずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。  (1) 当該情報を

受領した時点で、既に公知であった情報  (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者

の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報  (3) 当該情報を受領した時点で、当該情報を

受領した者が既に保有していた情報 (守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)  

(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当

に開示を受けた情報  

2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票の情報、端末および付帯設備の企画

等事業に関する情報、利用者の IC カード等に関する情報 (IC カード等固有のカード番号等の情報も

含みます。) 等が含まれるものとします。  

3. 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるもの

とし、当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとします。  

4. 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了し

た場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。  

5. 本条の定めは加盟店契約終了後も有効とします。 

 

第 23 条 （解除等） 

1. 第 25 条の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事態が発生した場合、または当社が違反している

ものと認めた場合、当社は加盟店契約を直ちに解除できるものとします。この場合、当社は、解除の

効力発生前に、加盟店に何らの通知を要することなく、直ちに加盟店との間の加盟店契約による取引

を停止させることができるものとします。その場合、加盟店は当社に生じた損害を賠償するものとし

ます。当社が本項に基づき加盟店契約を解除した場合、当社に対する一切の未払債務について、加盟

店は当然に期限の利益を失うものとし、直ちに支払うものとします。  

(1) 加盟店が他のクレジットカード会社との取引にかかる場合も含めて信用販売制度または前払式支

払手段制度その他の決済サービス (他社が提供するものも含みます。) を悪用していると当社が判

断した場合  

(2) 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合  

(3) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合  

(4) 加盟店が自ら振出しもしくは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等支払停止状態

に至った場合 

(5) 加盟店が差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分を受け、または民事再生手続の開始、会社更生手続

の開始、破産その他これに類似する倒産手続の開始、もしくは競売を申立てられ、または自ら民事

再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは破産その他これに類似する倒産手続の申立を自らし

た場合 

(6) 加盟店がその他経営状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 

(7) 加盟店 (加盟店の役員・従業員を含み、以下本号および次号において同じとします。) が、暴力団

員等に該当した場合、または次の①ないし⑤のいずれかに該当したことが判明した場合 

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 



② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって

するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

る関係を有するすこと 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す

ること 

(8) 加盟店が、自らまたは第三者を利用して、次の①ないし⑦のいずれかに該当する行為をした場合 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨

害する行為 ⑤ 換金を目的とする商品の販売行為 

⑥ 合理的な理由なく、加盟店 (代表者およびその関係者を含みます。) が保有する交通系電子マ

ネー等を使用する、本規約にかかる交通系電子マネー取引行為 

⑦ その他①ないし⑥に準ずる行為 

(9) 加盟店届出の店舗所在地に取扱店舗が実在しない場合 

(10) 加盟店が消費者契約法等の法令に違反していることが判明した場合 

(11) 加盟店申込書または本規約に定める届出 (変更の届出を含みます。) に記載事項を偽って記載し

たことが判明した場合 

(12) 第 1 条第 4 項に違反し加盟店の地位を第三者に譲渡する行為を行った場合 

(13) 他の加盟店の交通系電子マネー取引精算金に関する債権を譲り受け、または他の加盟店に代わっ

て、当社に交通系電子マネー取引精算金の支払請求をした場合 

(14) 第 15 条第 2 項の規定に基づき交通系電子マネー取引精算金の返還を怠った場合 

(15) 加盟店または加盟店の従業員その他加盟店の業務を行う者が前条の規定に違反した場合 

(16) 加盟店に対し第 19 条第 5 項の調査等が完了しない場合や、加盟店がこれらの調査等に対し虚偽の

回答をした場合 

(17) 架空の売上債権にかかる売上金額の支払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断

した場合 

(18) 加盟店が当社の信用を失墜させる行為を行ったと当社が判断した場合 

(19) その他加盟店が本規約に違反した場合もしくは当社が加盟店として不適当と認めた場合  

2. 本規約の解約・解除条項または前項各号のいずれかの事態が発生した場合、本規約の解約・解除条項

または前項に基づき加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、当社は、何らの通知を要することな

く、当該事態発生前に生じていたかまたは当該事態発生後に生じたかにかかわらず、本規約に基づく

債務の全部または一部の支払を保留することができるものとします。この場合、当社は、当該事態の

発生前に生じた遅延損害金を除き、法定利息その他遅延損害金の支払義務を負わないものとします。 

3. 前項にかかわらず、加盟店が交通系電子マネー取引開始から 5 年以内で本規約の適用を取消す場合に



は、加盟店は、損害賠償とは別に、以下の金員を、当社に支払わなければならないものとします。 

(1) 加盟店が当社の加盟店になるにあたり当社においてシステム開発を行いあるいは、加盟店のシステ

ム開発費を当社において負担した場合の各費用 (当社はシステム開発等で負担する際に事前に金

額を加盟店に提示するものとします。)  

(2) 加盟店が当社の加盟店になるにあたり、当社が支出した一切の費用 (端末費用、端末設置費用、広

告宣伝費を含むがこれに限りません。)  

4. 本条第 1 項第 3 号ないし第 5 号のいずれかの事態が発生した場合、本規約に基づき当社が加盟店に対

し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務と当社が加盟店に対して請求することのできる

一切の金銭債権 (本規約に基づくものであるか否かは問いません。) とは、何らの意思表示を要せず、

当然に対当額で相殺されるものとします。本規約の解約・解除条項または本条第 1 項各号 (第 3 号な

いし第 5 号を除きます。) のいずれかの事態が発生した場合または当社が必要または適当と認めた場

合、当社は本規約に基づき、当社が加盟店に対し負担する金銭債務その他の財務給付を行うべき債務

と当社が加盟店に対して請求することのできる一切の金銭債権 (本規約に基づくものであるか否かは

問いません。) とを、何らの意思表示を要せず、対当額で相殺することができるものとします。  

5. 当社は、加盟店が本規約の規定に違反している疑いがあると認めた場合または加盟店に係るには、本

規約に基づく交通系電子マネー取引を一時的に停止することができるものとします。交通系電子マネ

ー取引を一時停止した場合には、加盟店は、当社が取引再開を認めるまでの間、交通系電子マネー取

引を行うことができないものとします。これにより加盟店に損害が生じた場合でも当社に何らの請求

は行わず、一切加盟店の責任とします。 

 

第 24 条 （損害賠償） 

加盟店が本規約に違反して交通系電子マネー取引を行った等、加盟店の責めに帰すべき事由により当社が損害

を被った場合には、加盟店は当社に対し当該損害を賠償する責を負うものとします。なお、損害には、交通系

電子マネー取扱規則等により当社が負担することとなった罰金・違約金 (名称の如何を問わないものとしま

す。) 等を含むものとします。 

 

第 25 条 （有効期間・解約） 

1. 加盟店契約の有効期間は、契約締結日から 1 年間とします。ただし、有効期間満了の 1 ヶ月前までに

当社および加盟店いずれからも何ら意思表示のないときは、有効期間満了後 1 年間自動的に延長し、

以後も同様とします。  

2. 加盟店および当社は、加盟店契約の有効期間中において加盟店契約を解約しようとする場合には、相

手方と誠実に協議を行うものとし、協議が整わないと合理的に判断したときは相手方に 3 ヶ月前まで

に書面による通知を行なうことにより、加盟店契約を解約できるものとします。ただし、加盟店が 1

年以上継続して交通系電子マネー取引を取扱っていない場合、または、当社が加盟店との連絡不能の

状態が相当期間継続した場合、当社は加盟店に3ヶ月前までに書面による通知を行なうことにより (加

盟店との連絡不能による場合は、第 19 条第 2 項に基づき、届出住所に通知を発送すれば、通常到着す

べきときに通知を行ったものとみなします。)、加盟店契約を解約できるものとします。  



3. 前二項の定めにかかわらず、加盟店契約は、加盟店および当社間で別途締結した「カード加盟店規約」

に基づく契約の終了とともに、当事者間の何らの意思表示等を要せずに当然に終了するものとします。 

 

第 26 条 （業務委託） 

加盟店は、交通系電子マネー等の移転やネガデータ等のデータの授受その他交通系電子マネー等に関するシス

テムの円滑な運用に必要と認められる業務を、当社が第三者に委託する場合があることを予め承諾するものと

します。 

 

第 27 条 （加盟店契約終了後の処理） 

1. 加盟店契約が終了した場合でも、加盟店契約終了日までに行われた交通系電子マネー取引は有効に存

続するものとし、加盟店および当社は、当該交通系電子マネー取引を本規約に従い取扱うものとする。

ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。  

2. 加盟店は、加盟店契約が終了した場合には、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識を取り

外すとともに、当社から交付されていた取扱関係書類ならびに印刷物 (販売用具) の一切を速やかに

当社に返却するものとします。なお、加盟店の端末については、端末の使用規約ならびにその取扱い

に関する規定の定めるところに従い返却するものとします。ただし、交通系電子マネー等以外の決済

サービスとの共用加盟店端末の場合は、別途加盟店と当社で協議するものとします。 

 

第 28 条 （規約の変更、承認） 

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更

後の内容および効力発生日を、当社 WEB サイトにおいて公表するほか、必要があるときにはその他相

当な方法で周知した上で、本規約を変更することができます。 

(1) 変更の内容が加盟店の一般の利益に適合するとき。 

(2) 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変

更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。  

2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社 WEB サイトにおいて公表する方法または通知する方法 (必要

があるときにはその他相当な方法を含みます。) により周知した上で、本規約の変更手続を行うこと

ができます。この場合には、当該周知の後に加盟店が会員に対して交通系電子マネー取引を行うこと

をもって変更を承諾いただいたときに、以後変更後の本規約が加盟店に適用されます。  

3. 本条に基づく本規約の変更に異議がある加盟店は、第 25 条第 2 項の規定に基づき、加盟店契約を解約

することができます。 

 

第 29 条 （本規約に定めのない事項） 

当社が加盟店に対し本規約に定めのない事項について「取扱要領」等の通知等を行った場合、加盟店は、当該

事項について当該通知等に基づく取扱をするものとします。 

 

第 30 条 （合意管轄裁判所） 



加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 31 条 （準拠法） 

本規約の準拠法は日本国内法とします。 

 

【別表①】 

運営事業者名 交通系電子マネー名 

東日本旅客鉄道株式会社 Suica 

北海道旅客鉄道株式会社 Kitaca 

東海旅客鉄道株式会社 TOICA 

西日本旅客鉄道株式会社 ICOCA 

九州旅客鉄道株式会社 SUGOCA 

（※） PASMO 

（※） manaca 

（※） nimoca 

（※） はやかけん 

※ 「PASMO」、「manaca」、「nimoca」、「はやかけん」の運営事業者は、当社が「PASMO」、「manaca」、

「nimoca」、「はやかけん」の取扱に関する基本契約を締結した運営事業者のうち、当社が指定した事業

者です。 

 

【別表②】 

他社発行交通系電子マネー名 相互利用事業者名 

Suica 東日本旅客鉄道株式会社 

Kitaca 北海道旅客鉄道株式会社 

TOICA 東海旅客鉄道株式会社 

ICOCA 西日本旅客鉄道株式会社 

SUGOCA 九州旅客鉄道株式会社 

PASMO 株式会社パスモ 

manaca 株式会社名古屋交通開発機構 および 株式会社エ

ムアイシー 

nimoca 株式会社ニモカ 

はやかけん 福岡市交通局 

 

  



<加盟店情報の取扱いに関する同意条項> 

 

第 1 条 （加盟店情報の取得・保有・利用） 

1. 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者（以下、これら

を総称して「加盟店」といいます。）は、株式会社ＵＳＥＮ ＦｉｎＴｅｃｈ（以下「当社」といいま

す。）が加盟店との取引に関する審査（以下「加盟審査」といいます。）、加盟後の加盟店調査、加盟

店に対する措置および取引継続にかかる審査、商品開発、商品勧誘、市場調査、または営業活動等の

当社の業務のために、加盟店にかかる次の情報（以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」とい

います。）を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用すること、および

国際ブランドの規則等により当社が国際ブランドへ加盟店情報を提供することに同意します。また、

加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加

盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。 

(1) 加盟店の商号（名称）、所在地、郵便番号、電話（FAX）番号、法人番号、代表者の氏名、性別、住

所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報 

(2) 加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報 

(3) 加盟店のカードの取扱状況（他社カードを含みます。）に関する情報 

(4) 当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報 

(5) 加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報 

(6) 当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証

明書等の記載事項に関する情報 

(7) 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報 

(8) 公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が

調査して得た情報 

(9) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関

する信用情報 

2. 本条の定めは、本契約終了後も有効とします。 

 

第 2 条 （加盟店情報交換センターへの報告・共同利用） 

1. 加盟店の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社所定の

方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。 な

お、当社への開示請求の窓口は次の通りとします。 

名称 株式会社ＵＳＥＮ ＦｉｎＴｅｃｈ 

部署名 ペイメント事業部 



住所 

〒141-0021 

東京都品川区上大崎３丁目 1 番 1 号 

お問い合わせ先 03-6256-9650 

2. 万一、当社が保有する加盟店情報が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに

訂正または削除の措置をとるものとします。 

 

第 3 条 （本同意条項に不同意等の場合） 

加盟店は、加盟店が加盟店契約の締結に必要な記載事項 (契約書面に契約者が記載すべき事項) の記載を希望

しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が加盟店契約の締結を拒否し

あるいは加盟店契約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の加盟店契約

の締結に関する意思決定の自由を制限するものではありません。 

 

第 4 条 （契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用） 

1. 加盟店は加盟店契約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込を

した事実、内容について当社が利用することに同意するものとします。  

2. 加盟店は当社が、加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、

加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。なお、センターへの情報開示請求の窓

口は前条のとおりとし、当社への開示請求の窓口は次の通りとします。 

 

第 5 条 （条項の変更の位置付けおよび変更） 

1. 本同意条項は「加盟店規約（交通系電子マネー用）」の一部を構成します。  

2. 本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要

な範囲内で変更できるものとします。 

  



<反社会的勢力ではないことの表明および確約> 

 

加盟店は、株式会社ＵＳＥＮ ＦｉｎＴｅｃｈ（以下「当社」といいます。）との間で締結済みの契約およ

び将来にわたって締結される契約に付随して、次のとおり、表明および確約（以下、「本確約」といいま

す。）します。 

1. 加盟店は、当社に対し、自己が、現在、反社会的勢力に該当しないこと、および次の各号のいずれに

も該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする

など、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる

関係を有すること 

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有す

ること 

2. 加盟店は、当社に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこ

とを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害

する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 当社は、加盟店が反社会的勢力もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ

かに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが

判明し、加盟店との取引を継続することが不適切である場合には、催告その他何らの手続きを要する

ことなく、直ちに加盟店との取引の全部または一部を停止し、または加盟店との契約の全部または一

部を解約することができるものとします。 

4. 前項により取引を停止され、または契約を解約された加盟店は、前項の規定の適用により当社が損害

を被った場合、当社に生じたその損害を賠償する義務を負うことを確認します。また、前項の規定の

適用により、自己に損害が生じた場合であっても、当社になんらの請求をしないものとします。 

5. 加盟店と当社との間で締結される契約が、当社の加盟店に対する業務の委託に関する契約である場合、

当該業務について再委託、再々委託等二段階以上の委託がされるときは、加盟店は、事前に当社の書

面による承諾を得るほか、第 1 項乃至第 3 項中の「加盟店」に、当該委託を受ける全ての第三者が含

まれ、当該第三者が同各項に反する場合加盟店が責任を負うことを確認します。 

6. 加盟店と当社との間で締結済みの契約および将来にわたって締結される契約の内容と本確約との間に

矛盾抵触する内容がある場合には、本確約の規定が優先するものとします。  



<端末売買基本規約> 

 

加盟店は、株式会社ＵＳＥＮ ＦｉｎＴｅｃｈ（以下「当社」といいます。）との間のカード決済端末（以

下「本商品」といいます。）の売買取引に関し、その基本的事項について次のとおり同意します。 

 

第 1 条 （基本原則） 

加盟店および当社は、本規約に基づく売買取引を、相互利益尊重の理念に基づき、信義誠実の原則に従って行

うものとします。 

 

第 2 条 （適用範囲） 

本規約は、特別の定めがない限り、加盟店および当社間の本商品に関するすべての個別の売買契約（以下、「個

別契約」といいます。）に適用します。ただし、個別契約において本規約と異なる事項を定めたときは当該個

別契約の定めが優先して適用されます。 

 

第 3 条 （個別契約の成立） 

個別契約は、当社所定の方法で発注日、本商品の名称、単価、数量、代金総額が記載された申込書等を加盟店

が当社に提出し、当社がこれを承諾することによって成立します。 

 

第 4 条 （納入および所有権の移転） 

1. 当社は、個別契約に基づき本商品を納人するものとします。 

2. 当社は、第 13 条各号に定める事象の発生により債権保全上必要と判断した場合、個別契約にかかわ

らず、本商品の納入につき数量を制限しまたは納入を留保することができるものとします。 

3. 本商品の所有権は、加盟店が本商品の代金を完済した時に、当社から加盟店に移転するものとしま

す。 

 

第 5 条 （不可抗力免責） 

天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、

輸送機関または第三者の管理下にある場合における保管中の事故、通信回線の事故その他当社の責に帰するこ

とができない事由による本規約および個別契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、当

社はその責を負わないものとします。 

 

第 6 条 （検収および受領） 

1. 加盟店は、本商品の納入後すみやかに所定の方法により受入検査を実施して、本商品を受領する（以

下、受入検査後の受領を「検収」といいます。）ものとします。加盟店が受入検査の結果、本商品を

受領しないこととするときは、ただちに書面または電磁的方法をもって当社に通知するものとし、納

入後 14 営業日以内にかかる通知がないときは、納入された本商品は検収されたものとみなします。 

2. 当社は、加盟店による受入検査の結果に関し、疑義または異議のあるときは、遅滞なく加盟店にその



旨を申し出て、加盟店と当社間で協議のうえ解決するものとします。 

3. 第 1 項の定めにかかわらず、加盟店と当社間であらかじめ受入検査を省略することとした場合は、加

盟店は、当社が納入した本商品をただちに受領するものとし、これをもって検収とみなします。 

 

第 7 条 （危険負担の移転） 

本商品の危険負担は、納入をもって、当社から加盟店に移転するものとします。 

 

第 8 条 （決済方法） 

1. 本規約にかかる本商品の代金の支払条件は、本規約の納入月末日に締切り、翌月末日までに支払いと

します。 

2. 加盟店は、前項の支払条件に従い、当該代金を当社指定の口座に振り込むものとします。尚、振込手

数料は加盟店の負担とします。 

 

第 9 条 （遅延損害金） 

加盟店が代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで年利 14.6%の割合による遅延損害

金を当社に支払うものとします。 

 

第 10 条 （相殺） 

当社は、加盟店より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、いつでも加盟店の自己に対する金銭債権と

対当額にて相殺することができるものとします。 

 

第 11 条 （瑕疵担保責任） 

本商品の検収後、納入した本商品にただちに発見できない瑕疵があった場合において、当該商品の納入後 6 か

月以内に加盟店から書面または電磁的方法による通知を受けたときは、 

当社は本商品を調査し、当社の責めに帰するべき事由による瑕疵であった場合、かつ、その範囲においてのみ、

当社はその選択に従い、本商品の修理、部品等の交換、または代品との交換を行い、その他の責任を負わない

ものとします。 

 

第 12 条 （権利の譲渡禁止） 

加盟店は、あらかじめ当社の書面による承諾を得ないで、本規約および個別契約に基づく権利を第三者に譲渡・

承継し、または担保にしてはなりません。 

 

第 13 条 （解除） 

当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の催告を要せず、ただちに本 

規約および個別契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

(1) 本規約または個別契約の各条項のいずれかに違反し、相当の期間をもって催告したにもかかわらず、

当該期間内に違反事実が是正されないとき 



(2) 不渡り処分もしくは公租公課の滞納処分等を受けたとき、または仮差押え・仮処分・強制執行・差押

の申立てがなされたとき 

(3) 破産・民事再生・会社更生・特別清算等の手続申立てを受けたとき、または自ら申立てをしたとき 

(4) 営業の廃止、会社の解散もしくは合併の決議をし、または、官公庁から業務停止・営業許可取消・営

業停止その他業務継続に支障をきたす処分を受けたとき 

(5) 当社が必要と定めた事項に関する通知を怠ったとき 

(6) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき 

(7) 信用の著しい低下があるとき、またはその不安が生じたとき 

(8) 株主構成、役員等の変動により、会社の実質的支配関係が変化し、従前の会社と同一性がなくなった

と合理的に判断されるとき 

(9) 災害、戦乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、労働争議等の事由の発生により、加盟店

において本契約または個別契約の履行を困難にする事項が生じたとき 

(10) その他前各号に準ずる重大な信用失墜行為などがあったとき 

 

第 14 条 （期限の利益の喪失） 

加盟店は、自らが前条各号のいずれかに該当したときは、本規約または個別契約上の債務につき期限の利益を

喪失し、当社に対して負担する一切の金銭債務をただちに弁済するものとします。 

 

第 15 条 （損害賠償責任） 

加盟店は、本規約または個別契約に違反し、当社または第三者に損害を与えた場合、当該違反行為と相当因果

関係にある範囲内で、その損害を賠償しなければなりません。 

以上 

 


